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お問い合わせ●総務課庶務係　☎ 76-2611

『多古町政治倫理審査会委員』を公募します！

公
募
の
内
容

　平成22年第1回多古町議会定例会において「多古町政治倫理条例」が
可決され、4月1日から施行されました。
　この条例では、政治倫理の確立に関して必要な事項を調査するため 

「多古町政治倫理審査会」を設置し、委員を委嘱することを定めています。
　このため、委員定数7人のうち、選挙権を有する町民5人を公募します。
　なお、今回公募する5人のほかに、弁護士等専門的知識を有する方2人が 
委嘱される予定です。

●定　　員

●任　　期
●申込方法

●申 込 先

選挙権を有する町民5人
　（申し込みが5人を超えた場合は、関係機関と協議の上、決定）
委嘱の日から2年
6月18日（金）までに、役場総務課にある申込用紙（町ホームページからの 
ダウンロードも可）に必要事項を記入の上、持参または郵送
多古町役場総務課庶務係　☎76-2611
　（〒289-2292　多古町多古584番地）

■多古町政治倫理条例の目的

■多古町政治倫理審査会の職務

　この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町長、副町長、教育長

（以下、町長等）および町議会議員（以下、議員）が、町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、清潔かつ

公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的としています。�

（１）町民の調査請求（注1）について必要な調査を行い、意見書を町長に提出する。

（２）説明会の開催（注2）について意見書を町長に提出する。

（３）その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項について調査、答申、

　　勧告をし、または建議する。

　（注1）町民の調査請求について

　（注2）説明会の開催について

　町民は、町長等および議員に次のような事由があるときは、これを証明する資料を添えて、選挙権を 
有する者100分の1以上の連署とともに、文書で調査を請求することができます。

　町長等および議員が、収賄やその他職務に関する犯罪の容疑による起訴後、引き続きその職にとどまろ
うとするときは、町民に対する説明会の開催を求め、説明会に出席し、釈明しなければなりません。
　また、町民は、説明会が開催されないときは、選挙権を有する者50人以上の連署をもって説明会の 
開催を請求することができます。
　なお、町長は、説明会開催の適否について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければなりません。

①政治倫理に違反する疑いがあるとき
②請負契約等の辞退に違反する疑いがあるとき

③町税等の納付状況報告書に疑義があるとき

　条例では、町長等および議員が役員をしたり、実質的に経営に携わっている企業については、
町（町が50％以上出資している法人を含む）が発注する工事等の契約を辞退し、町民に疑惑の念を
生じさせないよう努めなければならないと定めています。

　条例では、町長等および議員は、多古町に係る税や使用料等の納付状況を記載した報告書を 
提出し、その状況を公表しなければならないと定めています。
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